
- ２ - 2 -

２ 治山事業

平成 年度新規採択チェックリスト

（治山事業）

（事業名： ）

（都道府県名： ）

（地区名： ）
必須事項

項 目 審 査 の 内 容 判 定

１．事業の必要性が ・山地災害の防止、水源の涵養、生活環境の保全・形成等の観 □

明確であること 点からみて、当該事業を実施する必要性が認められること。

（必要性）

２．技術的可能性が ・地形、地質、地利状況等からみて、当該事業の施工が技術的に □

確実であること 可能であること。

３．事業による効率 ・費用対効果分析の結果が１．０以上であること。 □

性が十分見込まれ

ること

（効率性）

４．事業の採択要件 ・事業実施要領等に規定された事業内容、採択基準の要件に適合 □

を満たしているこ していること。

と ・採択に係る事業の工期が別に定められた「限度工期」を超えな

いこと。

５．「自然と共生す ・自然環境・景観の保全・形成の視点からみて、当該事業が適当 □

る環境創造型事 であること。

業」であること

注）・評価項目を満たしている場合は、□の中に「 」を記入。また、該当しない項目について

は、□の中に「－」を記入。

・項目欄の（ ）には、主として考えられる観点を記述している。
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優先配慮事項
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チェックリストの判定基準

（治山事業）

必須事項

評価の内容 判 定 基 準

１．事業の必要性が明確で 次のいずれか１項目以上に該当すること。

あること ・森林法第２５条第１項から第７号までに掲げる目的を達成するために行

（必要性） う森林の造成又は森林の造成若しくは維持に必要な事業であって、これ

らの目的を有する保安林若しくは保安施設地区の指定がなされているか、

又は確実なこと。

・地すべりを防止するために必要な事業であって、地すべり防止区域の指

定がなされているか、又は確実なこと。

２．技術的可能性が確実で 関係法令、治山技術基準等に適合していること。

あること

３．事業の効率性が十分見 費用便益比≧１．０

込まれること

（効率性）

４．事業の採択要件を満た 民有林補助治山事業実施要領、民有林補助治山事業採択基準、細部取扱

していること い通知等に規定された事業内容、要件に適合していること。

採択に係る事業の工期が別に定められた「限度工期」を超えないこと。

５．「自然と共生する環境創 次の全てに該当すること。

造型事業」であること ・山崩れ、土石流等により失われた、又は失われるおそれのある森林環境

の維持・回復に資する計画となっていること。

・治山施設等の整備について、地域の景観や野生動植物の生息・生育環境

等に配慮した工種・工法が計画されていること。


